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資料 1

これまでの委員の主な意見

※斜体文字は、第7回検討会における意見

二_。 免許取堡前に学嘔iべさ事項の整理と具体的な教育内容の見直し

(学ぶべき教育内容 )

○必要な矢□識が膨大になる中で、矢□識の教授だけでな<矢□識を統合するような

悪者の311練が必要である。

○人間性のベースとなる倫理性、あるいは半」断力、対人関係能力の育成につな

がるような教育が必要である。

○健康の保持 。
i曽進に関わる看護、保健の分野を含めた教育を基礎教育で行う

べきではないか。

○療養上の世話や臨機応変に半」断する力を身につけることが重要で、そのため

に「人体の構造と機能」や「疾病の成り立ちと回復の促進」といった専門基礎

分野の教育が必要である。

○教育内容で者えると中身が多いので、コンビテンシー、アウ トカムベースで

考える方法もある。

○薔護師教育の中に、保健師教育と助産師教育のベースになるものが含まれる

と考えると、看護8雨の基礎教育で共通となる部翁はどこまでかを検討すること

が必要である。

○生と死に関 してや、命を救うだけでな<「 Heal」 の部翁も教育内容に盛

り込む必要がある。

○ヘルスケア提供の組織や臓種の種類、ヘルスケア組織との連携、ヘルスケア

チームの一員としての役害」、他職種協働を教えるべきである。

○看護職として働<と きに基本的に求められる力は、「技術項目と卒業8寺の至」

達度」になる。技術の中に、実践力、態度、行動、半」断といった能力が含まれ

ていると考えると、この内容が基礎教育で学ぶべき内容である。

○コンビテンシーに見含つた教育の順番がある。教育内容のどの部分を標準イじ

し評価するかという議論をしなしヽとまとまらないのではないか。

○看護師の国際イヒや裁量権の拡大など今後の動きを見越 して基礎教育を考えて

いく必要があるのではないか。

○教育の内容としては、フィジヵルアセスメン トとコミュニケーションと人FB3

の尊重の 3つ <らいでよい。

○地域でどのように健康が守られているのかなど蕎護師と保健師のオーバーラ

ッフする部分の知識を持つ奮護 8雨を賛成していきたい。それは時代の要請であ

り、教育の内容もオーバーラッフしたものに変えてい<必要があるのではない

か。



○看護師の業務として、健康増進があげられているのであれば、ヘルスプロ七

―ションやプリベンションについて教育をおこなわなければならないのでは

ないか。

(基礎教育で修得する能力)

○医療はチームで行うので、広く横の連携をうま<取り含うコミュニケーショ

ン能力が必要である。

○在宅医療現場で、医師もケアマネージャーも多忙な中、看護職の役害」は非常

に大きい。地域資源の活用や福祉関係者など多様な職種間でのコミュニケーシ

ョン・連携能力を基礎教育の中で学んでほしい。

○最新の医療技術 。手技の習得、緊急8寺の対処能力や高度なフィジカルアセス

メント能力を基礎教育で行うのは無理がある。しかし、フィジカルアセスメン

トなどの基礎的な能力が基礎教育において必要である。

○どのような能力が求められ、どれ<らいのレベルを求めているのかが大事で

ある。そのためには、医師やコメディカルの方など様々な立場の方からヒアリ

ングしていけばよいのではないか。

○地 i或の臨床現場では、病状がどう影響し生活が変化するかという部分を、心

身画面アセスメン トし、予測 し対応 してい<能力が求められる。

○社会が求める看護師への期待像に対しどれだけ満たすような能力を持たせる

かが前提ではないか。人間を対象とした仕事のため、多面的な能力の基本は必

要である。

○人間関係の構築力、コミュニケーション能力は重要で、看護だけでな<福祉・

教育職に共通である。それをどのように教育するかそのん法の議論が必要であ

る。

(基礎教育の至」達目標)

○新人琶護職員研1多の 3つの側面から考えると、基礎教育では、「基本姿勢と

態度」を重点的に教育 し、さらに技術的倶」面を加える。管理的側面は矢□識レベ

ルが限界ではないか。

○コミュニケーション能力、人に寄り添う姿勢、主体的に学習する態度を養う

ことが、「基本姿勢と態度」の中身になる。

○「技術的候」面」としては、得た矢□識を身につけ、それを利用 して状況を設定

した演習の場で行うことで、変イじに応じた対応ができるのではないか。

○「技術的側面」は現場で何度も回数を重ねればできるところがある。また卒

後の研修でできるのではないか。「基本的な姿勢と態度」は人事なので基礎

教育の中で押さえておいたほうがよい。「管理的倶」面」は、一人の憲者を通



しても安全管理などは理解できる。

○至」達度については、「知識としてわかる」「実施できる」の段階を増やすべ

きではないか。

○「基本姿勢と態度」に関しては、医療従事者として持つているべき資質であ

り、看護にこだわる必要はないのではないか。

OEII療を取り巻<環境は、ここ4・ 5年でも急速に変化 している。短期的に対

応が必要な倶」面もあるのではないか。

○「ヒューマンケアの基本的な能力」を教育しないと、実践の場に出たときに

あらゆる場面に文」応できない。至」達目標に、琶護師が憲者を全人的に継続して

蓄護することをうたい込み、更に至」達目標を達成するためにはどういう力 lJキ

ュラムを組むか、という枠組みにすれば、どのような看護師像が求められてい

るかがわかるのではないか。

○健康上の憲者のニーズや患者の状況をアセスメントするために必要な教育内

容は1可かを検討 し、至」達目標へ入れていきたい。

○ 賂 職種間のヘルスケアの理解と協働」に関 して、保健 。医療・福祉チーム

または保健・医療・福祉チームメンバーという言葉を用いているが、場面によ

ってチームであったり連携であったりするため、言葉の定義づけがある程度必

要なのではないか。

○治療過程・回復過程にある人展への援Bjoと 終末期にある人への援助は、看護

B市教育の専P3的な教育内容としてさらに厚みを付けたほうがよい。

○ ICNの国際基準を尊重することはよいが、日本は保健師・助産師 。蕎護師

という3職種できから成り立ってきたため、看護師に求められる役害」と機能に

おいて、我が国に特化した内容を出したほうがよいのではないか。

0至」達目解をメヘ
｀
こ達成 するのは、1多業年限 θ年 で1よ困難 移 乙 学ふ力杏が

亀え し ,るの こ チ馨をグj`へ'きか 壼明確{ヒ協 託 わ がitι な

(教育の現状)

○研究結果を臨床に活かす力、臨床現場でのFo5題を研究的に捉え解決する力、

エビデンスに基づいた個Blj的な薔護実践能力を 3年間で教育するには限界が

ある。

○カリキュラム改正にあたり統合する部分は必要だが、現在の基礎教育の中で

応用力まで身につけるのは非常に難 しい。

○若い看護 8市 には、臨機応変に文」応することや自翁で半」断して行動することが

欠けている。こういつた能力は経験に伴うものであり、基礎教育での臨地実習

のBttF85が少な<な っていることが原因ではないか。

○自己表現や自己コントロールに課題があるなど、入学する0寺点での学生の対



人関係能カレベルが下がつている。その点を考慮すべきである。

○看護師教育で、地i或や在宅、市町村の保健センターの実習が必要とされてい

るが、実際はなかなか受け入れてもらえない。

○養成所では、臨地での学習でなければ実習3寺間に含まれない。学校に戻つて

カンフアレンスを行うなど、実習を効果的に行うための8寺間も実習として認め

るなど柔軟な考え方があってもよい。

(基礎教育と卒後教育との関係)

○専門職は、 10年、20年と長い期間で育つという視点で、最初のスタート

0寺にどのような能力を持っているべきかという議論にしたほうがいいのでは

ないか。

○免許を取つた人 (新人看護職員)に側が必要かについては、免許取得後の教

育内容と連動している。新人看護職員研1多の内容とある程度共通像のようなイ

メージがあるとわかりやすいのではないか。

○一般社会でも、入職後すぐに即戦力になるわけではない。看護職員だけ卒業

直後のハードルが高い。つなぎを教育などで優し<見守る期間が必要なので

はないか。

○要請される矢□識を増やしたために、医療織として身に付けなければならない

能力の教育が失われてきた。基礎教育を小さ<し、必要な能力のFD5題を整理

し、現場に出す前の中間につなぎの教育を考える必要がある。

○つなぎの教育の整備を行うか、卒業時の能力を検討するのか、またどういう

評価方法をどのB寺期にどの段階で入れていつた卒業させられるのかというこ

とも検討するべきである。

○実践力は、現場に出て身に付けると考えた方がよいのではないか。新入研修

が努力義務となり、新人を育てることが出来ない職場にFcD3題があるのではない

か。

○新人看護職員研修の実施が努力義務となったが、看護職の質を保つためには、

看護基礎教育でどれだけのことを教えるかということも大事ではないか。

(単位、時間数の考え方)

○大学設置基準では、 1単位は 45時間の学習をすることである。この 1単位

450寺間という考え方は、450春間の学習は 1週間のうち平日8時間、■0覆日

に50寺間学習するという計算に基づいている。しかし、必ず45時間の授業を

行わなければならないということではな<、 300寺間のi受業と 15時間の自己

学習で 1単位と考えてもよい。年間の単位数については、大学では前期が 15
週 15単位、後期が 15週 15単位として教育を行うことが多<、 1年間の単



位は 30単位と考えることが標準的である。教育の充実には、単位を増やすだ

けでな <、 1単位が実質的に 450寺間の学習に匹敵する内容となるには、どう

いう教育万法がよいかという視点で解決すべきではないか。

0/淫 薪 涯 僣 保健 8爾言果程と重護師言果程の共通のガ″どする場合は、課程こと

の教育内容が多 %ど 農 協 し ,a笏 :を今味 する&動 物 彰 ∽ 醗 嫁 ,́

力し

0~単4立の読みま 右 に な ってみ,るのは、″アが2単位の うう /単位 |よ

読 動 形 亀 /単位′ま保健慮篇教育 &彩 リ フじ る 、alぅ
―
単位の読み磨

'ノCはな く、 /科目 /単位の科目を屎健g市と重護師両売の課程 tこ /単位 究 ″ ″

ントする
「単位の言売み替えノ 物 乙 樺 1立のこ売み替えノ れ ,う表現 を共通信

濯″ した うえ こ 議論 する必要力あ る。

0房舅:演習の /単{立|ま だ ん″～3θ貌びのな で設定 夜 拷 り こ 轟護師等養

成所の運営6即グる怒導要領 [平成 β 年 /月 5θは1ブ健政発第5詈厚生釜健康政策

晟 譲 勉 夕下ノ跨 執飾酵 れ ,う。り|こ示 グ″庸数″ /単位‐ /5″〃 ζ/単位

当た りの最低時間数)で言十算を して看夕|まう残μ ,の Ctまな ′
'力

L

a翅立数と ]吉間数の 1丼言己1志ダブ ,し ,ズタンタ Lだ であ り、カ グ≠コラスを大糸露

なしてきた ごとと矛盾 するのα箋彩 |力し

Эま旨導要領の8昔間数 |こ匹敵 ノる過重な力 第 角 ラ∠カリ <つ養成所 c既|こ実施

され し lるため、握導要領 |こ時間数 を現言己する慧義 |まん力〕を険言寸グる必要力惨

乙

0賛成所ブ、どのような学習 oス寃 じ ゲ → 乃 ン等乞実習§寺間と して位置 ブ

″る力翁力)うなレ,今の段階 Ctま、指導要領■こ時間数 をな″レ乙秘 ,たぼ う力lit

′り Cはな の力し

(その他 )

○臨地実習において、看護過程の展開だけでな <、 現場の楽しさがわかるよう

な体験ができれば、琶護 8雨 として働き続けられるのではないか。

○「技術項目と卒業0寺の至J達度」をどう活かすかという方法を考えるだけでも

教育効果があがるのではないか。

0大学力独 自の力 第 場 ラムを展開 できるよう、 呆健師助産師琶護師学校養成

議指定規則 [昭禾B″ 準文tSξ・厚生 省含第 /g,りν下混唐店崩調を ど
"う

。リ

|こ1ま柔軟1生を″左 静 a董功 杖 ιち グヘ
｀
での大学カリ 隊 うなカ グ≠コ 7~Z1/2~

展開 しCiよ、大学のぢ虫自ん ル 磁 力 るの Cはな 多|力 L

2.看護師養成機関内における教育方法の開発・活用

○矢□識を学び、学内演習で半」断する能力を身につける。そして実習で看護のダ

5



イナミックさを体験し、また矢8識に戻る。この繰り返しが人事である。

○学内演習、臨地実習などで体験を増やすこと、そこで効果的なアセスメント、

技術、知識につなげてい<教育方法の検討がИ要ではないか。

○現在どの医療職種も侵襲的行為を実習で体験するのは難しい。侵襲のない実

習を行うか、侵襲的な技術をモデル人形等を使つてどこまで行うかである。

○米国のように、授業科目毎に請義して演習ということを繰り返すことが知識

と実践を統合するのに効果的ではないか。

○演習においてシミュレーターの活用は有効であるが、機会の操作はもちろん、

どのように状況やタスクを設定するかなど、教員が適切に活用できることが必

要である。

○学生は、実習で体験したことについてどのように日考したかを表現できるよ

うになってほしい。そのためには、例えば、技術の練習 (タスクトレーニング)

だけでな<、 練習の振り返りを共有し、徐々に系統的に体験を積み重ねていく

ことが必要ではないか。

○学生が体験したエピソードを教材イヒし、チュートリアル教育を行うと、体験

した場面や事例に基づいて体系的な学習をすることができ、実践能力を高める

教育という面で手応えを感じている。

○シミュレーションは効果的な教育方法だが、コミュニケーション能力を高め

る教育を行うには限界がある。

○シミュレーターは高額であることから、全ての教育機関が使用できるわけで

はない。しかし、複数の教育機関間や病院間など、地1或で共有するなど工夫し

て活用できるのではないか。

○シミ_Lレーション教育という枠組みの中に、SP(standardized patientあ

るいはdmulated patent)と いう教育方法もあり、取り入れることができれ

ば、コミュニケーション能力を高める教育ができる。しかし、SPの養成や費

用の面で課題がある。

○悪考や発想力を伸ばす教育を組み立てるには、教育機関が主体的に教育内容

を考えることができるように、看護基礎教育の現行の総計97単位の枠組み

(保健師助産8雨看護g爾学校賛成所指定規貝」別表3)を考え直す必要がある。

○実習を行う目的を教育者が明確に把握していれば、より柔軟に実習の場を開

拓し、教育することができるのではないか。

0彦力を育成する教育のためには、双方向性のデンバ'― 屁姥労 漿々 。

物事をどのよ到c~ζえ、文」処して多,くの力療ど鍾議論 グる媚 缶確保するごと

力重要で|まなιl力L

θ学生力り /c‐〃 るバき実践育鑑カカ贈えると 能力の合成|こ動 ,こ1ま個々の教

貞力孵層の申で文言応残 認 ″ 晟 爵蒻駐訪 %教 育全体 窃聯 笏乞 物

"喀



ごとをζえるべざ Cはな レサカし

3.効果的な臨地実習のあり方

○実習場所との距離の都合上、講義を受けた後に実習という形の演繹的な学習

ん法にどうしてもなる。現場を経験 し、そこからPo5題を見つけ、問題解決的な

学習 してい<帰納的方法も、考える力がついて<るのではないか。

○臨地実習では倫理面など制約が多<限界があるため、より0寺間をかけるべき

である。

○在院日数や入院憲者の年齢層から、現在の領l或別の実習は限界がきているの

ではないか。実習を行った後に、その実習内容は学ぶべき内容のどこかをカバ

ーしたかみてい<方法もある。

○憲者の権利もあり、実習上で学生がケアすることが出来ない現状がある。実

習前に、学内で必要なシミュレーションなどを行い、実習に向けてできるだけ

準備 してお<必要がある。

○実習のゴールは実践能力の向上ではな <、 実践を継続出来る力を育成するこ

とではないか。

○実習において、金ての領域で看護過程の学認をルーチン化 している。看護過

程のみならず、体験 したことを共有したり振り返りを行うなど、実習でしか学

べないことを学ぶことが望ましいのではないか。

○実習の場で看護過程を展開していく中で、現場のスタッフから臨床における

エビデンスに基づいたケアの実施などを指導 してもらうことが必要ではない

か。

○発達段階 Ellの実習は必要ではないか。核家族イしのなか、学生は老人や子ども

に触れる機会がないためよ <矢8ら ない。発達段階についてどこで学ぼかが課題

となるのではない /Dh。

○実習を有効にするためには、振り返りが重要である。学生が感じたことを教

材化 して実践力の育成につなげるには、教員の質を高めることも必要である。

○教育は、教員だけで行うものでも臨床の指導者だけが行うものでもない。双

方で相乗的に効果をもたらすような役害」がとれるとよい。

○実習施設と教育機関が離れていたり、実習のスケジュールが過密であったり

と、学生が学んだことを振り返る8寺間がない。離れている分、図書などを置<
など、実習環境の整備が必要である。
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4.保健師教育、助産師教育のあり方

(保健師教育)

○保健師の場合は、理解・矢口るということにとどまらず、実践力の確保のため

教育内容が必要である。

○保健師の教育として、継続看護実習や継続訪Fo5実習が有効であつた。一方、

個の健康問題から地1或の健康Fo5題を把握して、計画実施評価したりする能力に

ついての教育内容はあまり充実していない。

○保健師の場合は、地域や集国の見えないニーズに対応する。見えないニーズ

を見いだす能力が身につかないといけない。

○保健師の教育内容について、看護師教育からの順序性のあるもの (個人、家

族集団、組織、地域と広がりをもって理解するという看護の基礎)とないも

のがある。

○統含イじされたカリキュラムの中で身につきに<いのは、集団、地1或 を対象と

する技術、特に健康危機の予防、施策化の必要性を作成したり説明したりす

る能力が調査から明らかとなっている。

○保健師の場合、集団、地1或を対象としたり、年度単位で物事を見たり、予漫」

や評価というような力が必須であり、さらに非常に高い研究能力、分析能力

も必要である。

○保健師に対する三―ズが変化している。「基本的考え方」に介護が含まれて

いない。地i或包括支援センターや介護認定審査会でも活躍の場がある。

○集団を対象にした教育や行政は基礎看護教育では難しいかもしれないが、他

の部分では、看護師でも行いうるのではないか。

○保健師に求められている専門性はとても高<なってきている。行政保健師が

ほとんどだが、十翁に実習が行われているかどうか見直し、講義と演習、実習

を上手<組み合わせる必要がある。

○保健師に求められている業務は高度になってきているが、それを即基礎教育

に反映するかは別だと考える。保健8雨も、中間のつなぎ教育が必要なのでは

ないか。

○保健g爾になるために求められることが多<、 大学4年間の中に収まりきらな

いのではないか。



○疾病予防や健康1曽進というのは保健師の仕事だけではな <、 看護師教育でも

必要なことであると「看護師教育の基本的考え方」の中に書かれている。

○保健師の役害」を拡大して解釈していかないと保健師が力を出せるフィール ド

は広がらない。今後地域における看護のニーズは増す。保健師免許を持ちなが

ら看護師として働く場合が多いる現状を鑑み、保健師像を幅広<考えていか

なければいけないのではないか。

○医療と介護に関する個別的な相談や事例は、家族援助や個人に対する援助が

できないと援助できないことがある。保健 8市には組織的にアプローチするだ

けでなく、個人的にアプEl―チする役害」も求められているのではないか。

○保健師の役害」は、「集団に対して健康増進や介護予防、健康管理を行い、健康

問題ヘアプローチしてい<」 など、保健師にとっての対象と役割の方向性を

はつきりさせたほうがよい。

○保健師の機能 。役害」は、地i或に必要なケアチームや組織をつ<り上 |ずたり、

行政に働きかけたりしてい<ことが必要なのではないか。

○保健師は、薔護師免許があることが非常に大きな強みである。看護 g雨の実践

がな<てもいいのか、という議論をしておくべきではないか。

○保健師基礎教育と看護師基礎教育の違いは、集団の健康をアセスメントし、

アプローチするということを学べるところである。者護師教育への上にさら

に重ねて教育するのであれば、その部翁が保健師教育として示されてもいい。

○疾病予防や健康増進がわかり、かつ行IElも理解 した人物が病院にいてほしい

ということで、4年制の教育を受けた人物を、保健師免許がな<ても採用 し

たいという病卿 」のニーズは多いのではないか。

○医療と介護、福祉を禽む地域包括ケアシステムの中で、保健師が果たす役割

はますます重大になっている。保健 3雨教育のカリキュラムに、地域包括支援ケ

アシステムにおける保健師の役害」を反映したほうがよいのではないか。

○社会保障、厚生労働行政の地i或看護における保健師の役害」がより重要になっ

ているなかで、公衆衛生という言葉を用いることで専P]性に特イヒするというこ

とでよいのか。今後、保健師が果たす役害」を考えると、地域看護学という名称

がよいのではないか。

○保健師は地域包括支援センターにおける役割も期待されているので、介護保

険制度を理解するための教育が必要ではないか。

○保健師の基礎教育では、地域包括支援センターや保健所、産業保健など、ど

の場においても働 <こ とができる基本的な能力を身につけることが必要であ

る。その基本的な能力が保健師の専門性であり、それを1音 う教育内容が公衆衛

生看護学ではないか。

○高齢化や入院期FB5の短縮により、認矢□症や精神疾患の憲者を地域で看護して



い<ことが多<な つている。認知症や精神疾悪の憲者に対する地1或看護に関す

る教育を受けなければ保健8面は対応できないのではないか。

○教育内容の考えだが変わる場合、対応する教科書がないという状況が起こる。

そのため、保健師の教育内容における「地1或看護学」が「公衆衛生看護学」に

変わつた場合、教員がイ可を基に教えるかということについても検討しておかな

くてはいけないのではないか。

○保健師教育において、健康危機管理は実際に健康危機が起こらないと学べな

いわけではなく、演習で学6ヽことはできる。健康危機管理の至」達度はレベル

Ⅲとしてはどうか。

01つの科目を保健師課程と看護師課程の単位として認定する万法 (いわゆる

「単位の読み替え」)が増えることによって、保健師・琶護8市の質の低下が起

きているのではないか。

○保健師に超高齢社会や虐待、メンタルヘルスのPo3題などへの対応が求められ

るようになつているため、基本的なことは、継続教育や新人看護職員研修の前

に保健師基礎教育で教育するべきではないか。

○保健師の臨地実習においては、行政、保健所、あるいは保健センターだ|サで

はなく、今後はコミュニティを見ることを強化していくのであれば、地域包括

支援センターや産業の場でも行つてい<べきではないか。

○保健師の修業年限が6か月から1年以上となったが、指定規貝」における単位

数は最小限として、その学習を続ける力を修業年限 1年の中で身に付けるべき

ではないか。その時代における課題を見つけていく力は、0薔間をかけて一つの

課題に取り組むような教育万法でないと身につかない。

○他の医療・福祉職職種が保健師と協働する場合、システム化や危機管理とい

った専Pヨ性を保健3面には期待している。

○保健師基礎教育は単位数が多いほうがよいというのであれば、1薔来的に実習

の場を確保、多様イヒして、実習場所の選択肢を増やす必要があるのではないか。
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(助産師教育)

○助産師教育はマンツーマンの指導が必要になる。教育内容だけでなく、教員

といつた教育環境のことも含めて検討したほうがよい。



○助産師教育は、看護者としての基本的な能力を教育した後に位置づけられる。

○助産師教育では、医師とパー トナーシップを持って連携できる能力や国際的

な感覚を持てるような教育内容が必要である。

○高齢出産や出生前診断で障害を持つ児が増えてきているため、曲理的なケア

が助産師の機能 。役害」にあるといい。

○看護師 。保健 3市の教育内容と同じように、助産師教育も、生涯教育という点

に関して、継続的に学ぶということを挙げるとよいのではないか。

○ 【助産師に求められる実践能力及び基礎教育修了0寺の至」達目標】の「 (開業に

伴う責任 )」 は、助産師は出産だけではな<地 i或の母子、父親も禽めた育児に

関わり、地域の助産所として責任の一端を担う自覚を持つことが大切ではな

いか。

○助産師の至」達目標における大項目「 3.分べん期の診断とケア」の「異常状

態」は、例えば「正常範囲を超える出血への処置」は、どのように止血するか

という処置の方法なのか、言葉の広がりにどこまで技術を入れ込むのか養成P~f

によって捉え方が異なるのではないか。

○助産師教育の実習時間をどのようにカウントするかは、現状では分べん 10
ラ」をとるまでかかる時間である。分べん 10例をとるために必要な0春間数が全

て実習時FB5と すると、臨地実習 11単位程度の0寺間以上の実習8寺間を現状でも

かけているのではないか。



看護師教育ワーキンググループ報告
下線…前回報告から

追力0。 修正した箇所

看護師教育ワーキンググルーフ1よ、これまで 11回の会議を重ね、看護師の免許取得前に

学ぶべき教育内容の充実とん法について検討を行つた。以下に検討結果を報告する。

1.蕎護師基礎教育の現状と課題

○入学あるいは入所して<る学生は、全体的に生活体験が少な<な っており、教員は丁寧に

関わることがИ要となつている。一方で、丁寧に関わることが、学生の主体性や自立性を

損なつている倶」面もあり、教員はジレンマを感じている。

○特に養成PFTで は、社会人を経験した学生も増えてきており、学習状況や生活体験など様々

な面で学生間の差が広がっている。そのため、
lfh生のレディネスに合わせるのが難し<な

つている。

○カリキュラムが過密で、学生が主体的に鯨者し計画実行するのがRIIし <な つている。同様

に教員も多忙となっており、学生個々のニーズに合わせた教育ができていない状況もある。

○前回のカリキュラム改正/DNら二限られた時間の中で学ぶべき矢0識が多<な っている。矢0識

の獲得ができたとしても、知識を活用する方法がなかなか獲得できない現状がある。

○実習では、Ft院日数の短縮化により、 3週間を通して同じ受け持ち患者を受け持つのが難

し<な っている。また、患者層の変化や患者の権利擁護などにより、文」象別・場所別の枠

で実習を行うには限界があり、狙いとする体験の機会が確保できない状況である。

○学生は、新しい実習場に適応するのに一定程度0寺間がかかる。短い期間の中で、様々実習

場が変わる現状では、学生の能力を発揮するのは困難となっている。

○実習では、看護過程の展開に重きを置いたりすることで、指導する偵」が学生が技術等を実

践する機会を減らしている側面も見られる。

○臨地にいるときのみ実習とみなされるため、夕方まで実習場にいて、終了後に図書館で調

べ物をしたり記録を警いたりしている状況である。そのため、実習をこなすことに手一杯

となり疲弊し、効果的な学習につながつていない場合もある。

2.看護師に求められる実践能力と卒業時の到達曰標

蕎護師の免許取得前に学ぶべき内容を検討するために、看護師に求められる実践能力と卒

業時の至」達目標を検討し、作成 した。(表 1)検討の際は、本ワーキンググルーフで出された

現状と課題、着護教育の内容と方法に関する検討会において表明された意見、国際蕎護帥協

会の看護師の能力の枠組 (2003年、2008年 )、 文部科学省の看護学教育のFtり /」 に関す

る検討会報告 (平成 16年 )で示された「奮護実践能力育成の充実に向けた大学卒業0寺の至」

達自標」の枠組みを参考にした。



1)看護師に求められる実践能力

者護師に求められる実践能力として下記のとおり設定した。

I ヒューマンケアの基本的な能力

Ⅱ 根拠に基づき、看護を計画的に実践する能力

Ⅲ 健康の保持1曽進、疾病の予防、健康の回復にかかわる実践能力

Ⅳ ケア環境とチーム体制を理解し活用する能力

V 専門職者として研鑽し続ける基本能力

2)卒業時の到達目標

到蓮目標は、先に出された看護実践能力に含わせて 5つの群に分けて設定した。なお、「着

厚生労働省医政局着護課長通知)は、 1群Gの 22「看護援助技術を対象者の状態に合わせ

て適切に実施する」の具体の内容を示したものとして取り扱う。

(1)I群  ヒューマンケアの基本的な能力

I群では、構成要素を「対象の理解」、「実施する看護についての説明責任」、「倫理

的な看護実践」、「援助的関係の形成」とし、看護師が人を相手にケアを実施する際の

4つの基本的な能力について、到達目標を設定した。

(2)Ⅱ 群 根拠に基づき、蕎護を計画的に実践する能力

Ⅱ群では、構成要素を「アセスメント」、「言十画」、「実施」、「評価」とし、者護を計

画的に実施する能力としての到達目標を設定した。

(3)Ⅲ群 健康の保持燿進、疾病の予防、健康の回復にかかわる実践能力

Ш群では、構成要素を「健康の保持・増進、疾病の予防」、「急激な健康状態の変化

にある対象への看護」、「l晨性的な変イしにある対象への看護」、「終末期にある対象への

香護」とし、健康レベル別に到達目標を設定した。

(4)Ⅳ群 ケア環境とチーム体制を理解し活用する能力

Ⅳ群では、「看護専Fヨ職の役割」、「蓄護チームにおける委譲と責務」、「安全なケア環

境の確保」、「保健 。医療・福祉チームにおける多職種との協働」、「保健・医療・福祉

システムにおける者護の役害」」とし、ケアを提供する環境と協働について到達目標を

設定した。

(5)V群  専門職者として研鑽し続ける基本能力

V群では、「継続的な学習」、「琶護の質の改善に向けた活動」とし、卒業後も専P9職

として働き続けるにあたつての基本的能力について到達目標を設定した。

3.実践能力を育成するための教育内容と教育方法

作成した至」達目標に示されるような実践能力を育成するための教育内容と教育方法につい

て検言」した。



1)看護師養成機関内における教育内容と教育方法

(1)講義・演習 。実習の効果的な組み合わせ

○専F5基礎分野と専P3翁野をつなぐように科目や教育方法を検討し、専門基礎劣野を琶護に

応用できるようにする。lpjぇ ば、人体の構造と機能や病態等の専P5基礎科目を琶護教員が

教えることで学生の理解が進んだとの報告がある。また、専門基礎の教員と蕎護の教員が

一つの科目を担当して教l受するなど分野を横断した教育体制を図ることも必要である。

○知識と実践を統合するために、授業科目毎に講義して実習を行うことを繰り返し、知識と

実践を効率的に統含させる。

○技術については、実習前に学内でシミュレーション等を行い、実習に向けてできるだけ準

備しておく。特に侵襲性の高い技術は、安全確保のためにもモデル人形等を用いて演習を

行う。

○実習で経験できない内容 (技術など)は、シミュレーション等により学内での演習で補完

する。

○保健師助産8市薔護8市学校養成所指定規則 (昭和 26年文部省・厚生省令第 1号。以下「指

定規則」という。)の別表で規定されている教育内容毎の講義・実習だけでな <、 横断的

に科目を設定したり、指定規則の教育内容毎の単位数にとらわれず単位を設定したりする

ことで、教育効果をあげる。特に実習においては、実習施設や対象者の特性に合わせて横

断的に実習を組み合わせることにより、教育lA」容が変わる度に実習施設が変わることや実

習施設の確保等の課題が解消され、実習期間を有効に活用することが可能である。

○各領l或 ・各分野での重なりがあるような内容は、養成所全体で定期的に見蔭すことで、効

果的効率的に教育を行う。

(2)効果的な講義・演習方法

○演習・実習を含め体験する機会を多<し、体験の後には必ず振り返りを行い、 ll■ り返りを

行うことで分析力、統合力を身につけるようにする。

○学内での教饉では、学生の興味関由が高い実践の事例を用い、馨F9分野以外でも薔護に役

立つ内容であることを意識できるよう教授する。

○認定着護師や専P3着護B市など、モデルになるような琶護職と関われるよう講義や演習を設

定し、学生の IJ」機1寸 けにつなげる。

○演習の際には、臨床から専P5家を招いて指導を行つてもらう。このことにより、最新の技

術を学Sこ とができるとともに、実習の際に顔見知りの指導者がいることで実習に取り組

みやす<する。

○シミュレーターは、技術の獲得においては効果的である一方で、コミュニケーション能力

を伸ばすには限界がある。模擬患者を利用するなど、補完する教育万法を組み合わせる。

(3)その他

○高額なシミュレーター等の機器は、複数の養成機関や病院間などで共有するなどして、機

器を保有しない養成機 FElも演習できるよう、実践能力向上のために地1或で効果的に活用す

る方法もある。



2)効果的な実習のあり万

○実習では、至」達目標を達成させるために、実習場でしかできないことは体験できるよう積

極的に調整し、その後の振り返りを充実させることが重要である。

○

得状況に合わせて関わることで、学生の自立促進を図ることができる。

○実習を円滑に行うには、実習前のオリエンテーションや技術の演習は必須である。また実

践能力の育成のためには、実践と悪者の運動を図ることが重要である。そのためには、実

習中あるいは実習後の振り返りを行うことが必要である。これらの正ビデンスを確認する

ための文献検討や患者に実施する前に患者に合わせた技術を提供するための自己学習など、

実習に関連する学習0寺間を確保することが実習効果を最大限上げるためにも必要である。

害」以内であれば、臨地で学習する狙いを損なわない範囲で実習の0き間とすることも可能で

ある。

○実習毎に実習場が変わる弊害を解決するためには、一つの実習場で時間をかけて至」達目標

に達するように実習を行うことも効果的である。

○実習で学ぶべき対象者の健康レベル、特性、看護実践の場を実習施設の特性に含わせ、組

み合わせながら弾力的な枠組で実習を行う。その際には、体験した内容や獲得した能力を

記載したもの (ポートフォリオなど)を活用し、学生がどのような対象者でどのような学

びをしたかを把握する。

○実習施設に学生が活用できる図書を置<こ となど、学習するための環境を整える必要があ

る。

3)学生の実践能力向上のための教育体制

(1)教員の教育実践能力の確保

○教員は、振り返りにおいて学生の体験等を教材化する能力が必要である。また個々の学生

の振り返りに関われるだけの教員数が必要である。

○教育の質を高めるためには、教員が自己の教育方法を常に見直すことが必要である。また

養成機関|こおしヽては、教育方法の見直しについて、組織的かつ定期的に取り組めるような

仕組みが必要である。

(2)実習指導者と教員の役害」分担と連携

○実習指導者及び教員の合同会議を開催するなど、双力で情報共有等を行い、効果的な指導

を行う。

○教員と実習指導者がそれぞれの役害」を果たすためには、両者が揃った体hllで 実習を行うべ

きである。その際は、教員と実習指導者が、学生の進度状況を共有し適切に分担してい<

ことが必要である。また、両者が揃う体制を維持するためには、教員と実習指導者ともに

llM在以上の人数の確保が必要である。

○実践能力の育成のためには、学生が体験したことを適B寺 に振り返ることが必要であるcそ

のためには、最低でも教員あるいは実習指導者いずれかが直接指導できるよう指導体制を



整えることが必要である。

○実習指導教員※1については、現在特に要件が規定されていないが、効果的に学生が
rf―l習

す

るためには、臨床経験5年以上、_あるいは実習指導者の役害」を果たすための研修を受ける

ことが望ましい。

○実習指導教員の確保については、雇用形態を工夫し、臨床現場から離れたばかりの子育て

中の種護師や定年退職後の看護3mな どを活用することによって、看護実践能力を求める養

成所但Jと墜間奎萱効に使しさとい董護師とのニーズに含い、うま<い っている19」 もある。さ

らに、子育てを終えた後に、専任教員として着任する場合もある。

○厚生労働省が3忍定してし、る実習指導者講習会.2を受講することにより実習1量導者の1目墾能

力等が向上しているように、実習指導者請習会の受講効果が高いことが示されている。し

かし、訪問看護ステーションや人員に余裕のない現場から、長期間講習に出すのは厳しい

状況である。開催期間や開催万法について現場からでも受講しやすい正夫が必要である。

と
・

―
…

‐屋生労働雀型工重護師等達成PFlの 運蛍に関する指導要領について」(平成13
隻上屋旦戯恒麟峰 豊巳室幽自襲阻菫局長通矢8)で定める教員で、「実習施設で学生の指導に当

たる喬護1載員を実習指導教員として確保することが望ましいこと。Jと規定している。

※2_寒蓬雌鍵塞簑毒習盆■厚生労働省は、指導要領にて、「実習指導者となることのできる者は、担

当する領t或 について相当の学識経験を有し、かつ、原則として必要な研修を受けた者であること。」と

規定し【幾n=二の「墜雲な皿修上盗二重董師盤重成所の運営に関する手弓|き についてJ_(平成 13年

1月 5日 付け健lFF喬発第 1詈厚生省lle康 政策局蕎護課長通知)において、実習指導者講習会と示して

いる。

4.「蕎護師等賛成所の運営に関する指導要領について」の改正 (案 )

○上述した逮討を踏まえ、「奮護3面等養成所の運営に関する指導要領についてJ Fll表 3の「教

育の基本的七え方Jと「留意点」の改正へ反映した。(表 2)

○「教育の基本的考え方Jについては、「看i雙 8雨 に求められる実践能力と卒業 0寺の至」達目標

(案 )」 で出された内容に対応して設定した。1)と 2)に対応するものとして I群を、3)

にはⅡ群、4)にはⅢ群、5)はⅣ群、6)は V群に対応させた。

○「留意点」については、専門分野Ⅱにて、横断的に科目を設定した場合にも対応できるよ

う、 略 着護学において 1さ、奮護の対象及び目的の理解」を削除し、「請義、演習、実習

を効果的に組み合わせ、彗護実践能力の向上を図る内容とする」、「健康の保l寺増進、疾

病の予防に関する覆護の方法を学ぶ内容とする」と変更した。また、作成した至」達目標に

て対象者を健康状態で表したことに合わせると同時に、成長発達段階の理解も継続するこ

とを示すために、「成長発達段階を深<理解し、様々な健康状態にある人々及び様々な場

で琶護を必要とする人々に対する看護の方法を学6ヾ内容とする」と追加した。成人看護学、

老年雹護学、精神看護学に記載されていた留意点については、現在普及が図られているも

のとして肖」除した。



〇近年、地域における医療提供については、在宅だけでな<老人保健施設、特別養護者人ホ

ーム、グループホームなど様々な場に広がり、これらの場所で最期を迎えたりするなど、

野の在宅看護論では、在宅に限定せず多様な場での療養生活に対応した教育内容が展開で

きるよう、「在宅 |と して場所を示した箇所を「地i或」に変更した。

5.教育年限にとらわれない琶護師教育で学ぶべき内容

検討会での検討課題「教育年限にとらわれない看護師教育で学ぶべき内容は何か」を受け、

本ワーキンググループでは、上述 した蕎護師の免言午取得前に学ぶべき教育内容と教育方法を

踏まえ、教育年限にとらわれない看護師教育で学ぶべき内容について検討した。なお、ここ

でいう「教育年限にとらわれ鴨 」ゝとは、現行の1多業年限3年以上に 1年程度加えた年数を

想定している。

1)修業年限に関連した現状

○前回のカリキュラム改正0春、修業年限は変わらないまま単位数は増加しているため、 3年

FB5では過密なカリキュラムとなっており、社会の要請に応える奮護師を養成しようとして

も困難な状況になつている。

〇近年、養成所では、大学を卒業した社会人の入学生も増えており、学生が2極化してきて

いる。基礎学力がイ蜃下している学生に合わせて教育を行うと、大学を卒業し社会人を経験

した学生にとって抵抗がある。両者のギャップが大きい中、同じ教育内容を同じ期間で同

じ到速度まで持つてい<には限界がある。

2)教育年限にとらわれない場合の教育内容

○現在の学生の状況から考えると、彗護師教育のスタートラインにおいて基礎的な学力を高

め、看護師教育の内容を十分に理解できるようにすることが必要である。

○このため、現行の着護師教育の教育内容と単位数を置家試験受験資格としつつ、教育の内

容を拡充して看護師教育を行うことも考えられる。

○教育年限にとらわれない場合の教育内容の拡充の方向性はい<つか考えられる。

C)養成所が設置されている地i或の特性を踏まえた教育内容

②免許取得前に必要な教育内容に加え、養成所がさらに充実させたい教育内容

教育内容や、人間のとらえ方やものの見方を涵養するための教養教育

○

ら③を複数選択し、組み含わせて教育を充実させることを可能とする。

【至」達目標作成に参考にした文献】

lnternational Councl of Nurses(2008).Nursing Care Conunuum Framework and

Competencles.



国際覆護師協会 (ICN)(2003)/日 本種護協会 (2006)。 ジェネラリス ト・ナースの

国際能力基準フレームワーク.イ ンターすシ∃ナルナーシングレビュー29(3),p。 .

109-119.

文部科学省 (2004).薔護実践能力育成の充実に向けた大学卒業時の至」達□標.看護学教育

の在り方に関する検討会報告 .





表 1

下線…前回報告から

追力0・ 1参 lTした箇所

看護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標 (案 )

※実践については、看護職員や教員の指導の下で行う

看護師の実践能力 1    構成要素
卒業時の到達目標

ヒューマンケアの基本
的な能力

A対 象の理解

人体の構造と機能について理解する

人の誕生から死までの生涯各期の成長、発達、加齢の特徴を理解する

対象者を身体的、心理的、社会的、文化的倶1面から理解する

B実施する看護につい
ての説明責任

実施する看護の根拠・目的・方法について相手に分かるように説明する

自らの役割の範囲を認識し説明する

自らの現在の能力を超えると判断する場合は、適切な人に助言を求める

倫理的な看護実践

7

8

9

10

11

対象者のプライバシーや個人情報を保護する

対象者の価値観、生活習慣、慣習、信条などを尊重する

対象者の尊厳や人権を守り、擁護的立場で行動することの重要性を理解する

対象者の選択権、自己決定を尊重する

組織の倫理規定、行動規範に従って行動する

援助的関係の形成

12

13

14

15

対象者と自分の境界を尊重しながら援助的関係を維持する

対人技法を用いて、対象者と援助的なコミュニケーションをとる

対象者に必要な情報を対象に合わせた方法で提供する

対象者からの質問・要請に誠実に対応する

Il君羊
根拠に基づき、看護を
計画的に実践する能力

Eア セスメント
健康状態のアセスメントに必要な客観的・主観的情報を収禁する

情報を整理し、分析・解釈・統含し、課題を抽出する

F計画
対象者及びチームメンバーと協力しながら実施可能な看護計画を立案する

根拠に基づいた1固》i的な看護を計画する

G実 施

20

21

22

23

24

計画した看護を対象者の反応を捉えながら実施する

計画した看護を安全・安楽・自立に留意し実施する

看護援助技術を対象者の状態に合わせて適切に実施する

予測しない状況の変化について指導者又はスタッフに報告する

実施した看護と対象者の反応を記録する

H 言平イ面
予測した成果と照らし合わせて実施した看護の結果を評価する

評価に基づいて計画の修正をする

健康の保持・増進、
病の予防

27

28

29

30

31

生涯各期における健康の保持増進や疾病予防における看譜の役割を理解する

環境の変化が健康に及ぼす影響と予防策について理解する

健康増進と健康教育のために必要な資源を課解する

対象に合わせて必要な保健指導を実施する

妊娠、出産、育児に関わる援助の方法を理解する



皿群
健康の保持増進、疾病
の予防、健康の回復に
かかわる実践能力

急激な健康状態の変
4Lにある対象への

看護

３２

　

３３

一

３４

．

３５

一

３６

・

３７

一

３８

　

３９

急激な変化状態 (周手術期や急激な病状の変化 救ヽ命処置を必要としている等)にあ

る人の病態と治療にっいて理解する  _  ___ _ ― ――――一一 ―

急激な変化状態にある人に治療が及ばす影響について理解する

対象者の健康状態や治療を踏まえ、看護の優先順位を理解する

状態の急激な変化に備え、基本的な救急救命処置の方法を理解する

状態の変化に対処することを理解し、症状の変化について迅速に報告する

合併症予防の療巻生活を支援をする

日常生活の自立に向けたリハビリテーションを支援立ム ｀

対象者の心理を理解し、状況を受けとめられるように支援する

慢性的な変化にある

対象への看護

40

41

42

43

44

45

46

慢性的経過をたどる人の病態と治療について理解する

慢性的経過をたどる人三治療が及ぼす影響について理解する

対象者及び家族が健康障害を受容していく過程を支援する

必要な治療計画を生活の中に取り入れられるよう支援する(患者教育 )

必要な治療を継続できるようなソーシャルサポートについて理解する

急性増悪の予防に向けて継続的に観察する

慢性的な健康障害を有しながらの生活の質(00L)向上に向けて支援する

L終末期にある対象ヘ

の看護

死の受容過程を理解し、その人らしく過ごせる支援方法を理解する

終末期にある人の治療と苦痛を理解し、緩和方法を理解する

看取りをする家族をチームで支援することの重要性を理解する

Ⅳ群
ケア環境とチーム体制

を理解し活用する能力

M看護専門職の役割
看護職の役割と機能を理解する

看護師としての自らの役割と機能を理解する

N看護チームにおける
委譲と責務

２

　

　

３

　

一　

４

看護師は法的範囲に従つて仕事を他者 (看護補助者等)に委任することを理解する

看護師が委任した仕事について様々な側面から他者を支援することを理解する

仕事を部分的に他者に委任する場合においても、自ら二説明義務や責任があること
葬饗 鯉 す ス

安全なケア環境の

確保

医療安全の基本的な考え方と看護師の役害1について理解する

リスク・マネジメントの方法について理解する

治療薬の安全な管理について理解する

感染防止の手順を遵守する

関係法規及び各種ガイドラインに従つて行動する

保健・医療・福祉チー

ムにおける多職種と
の協働

60

61

62

63

64

保健・医療・福祉チームにおける看護及び他職種の機能・役割を理解する

対象者をとりまく保健・医療・福祉従事者間の協働の必要性につしヽて理解する

対象者をとりまくチームメンバー間で報告・連絡・相談等を行う

対象者に関するケアについての意思決定は、チームメンバーとともに行う

チームメンバーとともに、ケアを評価し、再検討する

保健・医療・福祉シス

テムにおける看護の

役害J

６５

一

６６

　

６７

一

６８

　

６９

看護を実践する場における組織の機能と役割について理解する

保健。医療・福祉システムと看護の役割を理解する

国際的観点から医療・看護の役割を理解する

保健・医療・福祉の動向と課題を理解する

様々な場における保健・医療・福祉の連携について理解する

10



V君羊
専門職者として研鑽し

続ける基本能力

R継続的な学習
看護実践における自らの課題に取り組むことの重要性を理解する

継続的に自分の能力の維持・向上に努める

S看護の質の改善に向
けた活動

看護の質の向上に向けて看護師として専門性を発展させていく重要性を理解する

看護実践に研究成果を活用することの重要性を理解する
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看護飾等養成所の運営に関する指導要領について 改正(案 )

(平一三・―・五 健政発 五X最終改正 平二一"二・一九 )

別表3看護師教育の基本的考え方、留意点等
下線…変更箇所

教育の基本的考え方

1)人間を身体的・精神的0社会的に統合された存在として幅広く理解し、看護師としての人間関係を形成する

能力を養う。

2)看護師としての責務を自覚し、倫理に基づいた看護を実践する基礎的能力を養う。

3)科学的根拠に基づき、看護を計画的1二実践する基礎的能力を養う。

4)健康の保持増進、疾病Ω予防、健康の回復に関わる看護を、健康の状態やその変化に応じて実践する基

礎的能力を養う。

5)保健・医療・福祉システムにおける自らの役割及び他職種の役割を理解し、他職種と連携・協働する基礎

的能力を養う。

6)

留意点

専

門

基

礎

分

野

科学的思考の基盤

人間と生活・社会の理解

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の

促進

健康支援と社会保障制度

} 13

「専門基礎分野」及び「専門分野」の基礎となる科目を設定し、併せて、

科学的思考力及びコミュニケーション能力を高め、感性を磨き、自由で

主体的な判断と行動を促す内容とする。

人間と社会を幅広く理解出来る内容とし、家族論、人間関係論、カウン

セリング理論と技法等を含むものとする。

国際化及び情報化へ対応しうる能力を養えるような内容を含むものと

する。

職務の特性に鑑み、人権の重要性について十分理解させ、人権意識

の普及日高揚が図られるような内容を含むことが望ましい。

人体を系統だてて理解し、健康・疾病・障害に関する観察力、判断力を

強化するため、解剖生理学、生化学、栄養学、薬理学、病理学、病態

生理学、微生物学等を臨床で活用可能なものとして学ぶ内容とする。

演習を強化した内容とする。

人々が生涯を通じて、健康や障害の状態に応じて社会資源を活用でき

るように必要な知識と基礎的な能力を養う内容とし、保健医療福祉に

関する基本概念、関係制度、関係する職種の役割の理解等を含むも

のとする。

小  計



専門分野 Iでは、各看護学及び在宅看護論の基盤となる基礎的理論

や基礎的技術を学ぶため、看護学概論、看護技術、臨床看護総論を

含む内容とし、演習を強化した内容とする。

コミュニケーション、フイジカルアセスメントを強化する内容とする。

事911等に対して、看護技術を適用する方法の基礎を学ぶ内容とする。

看護師として倫理的な判断をするための基礎的能力を養う内容とす

る。

る内容とする。

る。

成長発達段階を深く理解し、様々な健康状態にある人々及び様々

る。

知識・技術を看護実践の場面に適用し、看護の理論と実践を結びつけ

て理解できる能力を養う菫置とする。

チームの一員としての役割を学ぶ塞萱とする。

保健医療福祉分野との連携、協働を通して、看護を実践する実習とす

る。

成人看護学

老年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

臨地実習

専

門

分

野

Ⅱ

14



一
統

合

分

野

〓

在宅看護論

看護の統合と実践

臨地実習

在宅看護論

看護の統合と実践

在宅看護論では地域で生活しながら療養する人々とその家族を理解し

地域での看護の基礎を学ぶ内容とする。

地域で提供する看護を理解し、基礎的な技術を身につけ、他職種と協

働する中での看護の役割を理解する内容とする。

地域での終末期看護に関する内容も含むものとする。

チーム医療及び他職種との協働の中で、看護師としてのメンバーシッ

プ及びリーダーシップを理解する内容とする。

看護をマネジメントできる基礎的能力を養う内容とする。

医療安全の基礎的知識を含む内容とする。

災害直後から支援できる看護の基礎的知識について理解する内容と

する。

国際社会において、広い視野に基づき、看護師として諸外国との協力

を考える内容とする。

看護技術の総合的な評価を行う内容とする。

訪問看護に加え、地域における多様な場で実習を行うことが望ましい。

専門分野での実習を踏まえ、実務に即した実習を行う。

複数の患者を受け持つ実習を行う。

一勤務帯を通した実習を行う。

夜間の実習を行うことが望ましい。

η
′

ｎ
υ

12

3,000時 Fn3以上の講義・実習等を行うものとする。

２

　

２

計

計総



小山委員提出資料

調査 目的

調査方法

対 象

方 法

期 間

【対象施設の属性等 】

至1達 目標妥当性調査結果報告 (中間報告)

「看護教育の内容と方法に関する検討会 看護師教育ワーキンググループ」で検
討した「看護師に求められる実践能力および卒業時の到達目標」について、広く看
護師基礎教育にかかわる方から意見を聴取し、その妥当性を検証し、今後の看護
師基礎教育の新しいカリキュラムモデルの構築に役立てる。

層化無作為抽出

○看護教育機関 170(E●El収数68回収率400%)
○病院 190(回 1又 数 85 回 1又 率 44 70/0)

○看護教育機関+病院 360(回収数 :153回 収率 :425%有効国答率:98.7%)

無記名質問紙調査法

各項目の妥当性について○ ×で尋ね、×の場合は理由の記載を依頼

2010年 11月 4曰 ～30日

●学校養成所 (有効回答66)
課程

養成所統合カリキ■ラム1   2
養成所3年課程    1   36
養成所2年課程    1   5
高校5年 一貫教育   1   4
高校専攻科     1   0
大学        |   18
短期大学      |   |

学校養成所所在地域

北海道  1   5
東北   1   6
Pll東   |   16
押信越  1   3
東海   1   9
北陸   1   3
近畿   1   9
中国    1   6
九州   1   7
四国   |   |
未記入  |    |

1学年の入学定員

最大値     |   lo5
最小値      1   30
平均値      155353846

回答記入者の職位

学長 (学校長)  |    |
学部長 (学科長) 1   16
教務主任     1   23
その他      1   25
未記入      |    |

病院の種別

特定機能病院    1   12
地域医療支援病院  1   24
一般病院      1   44

病床数

最大値       1  1303
最小値       1  320
平均値       1 575833

実習受け入れ

あり         1   82
なし          1    3

新人看護師数

最大値      |   170
最小値     |    |
平均値      142188235

15

41

26

3

病院所在地域

北海道  1   6
東北   1   8
関東   1   24
甲信越  1   7
東海   1   10
北陸   1   2
近畿   1   12
中国   1   4
九り11   1   11
四国    1   1

回答記入者の職位

看護部長 (局長 )

看護扇1部長 (副 局長

教育担当師長

その他



【結 果 】

く×の回答者>
*黄色… 15名 以上
*オレンジ…30名 以上

n= 651(

摩
=1■

の露涸 鰹 薔考 1 2 3 4 5 6 7 8

○ 149 150 146 137 135 142 148 145

× 2 1

員
Ｊ 12 14 9 3 6

△ 0 0 0 0 0 0 C 0

空 白 0 0 0 2 2 0 C 0

■ 9 10 12 13 14 15 16

○ 140 139 132 139 139 115 113 148

× 9 10 15 9 9 35| 36 :

△ 1 0 2 1 1 0 1 0

空 白 1 2
う
ι 2 2 1 1 2

f η
′ 18 19 20 21 22 23 24

○ 139 138 132 133 134 126 i36 143

X 10 10 15 16 14 21 7

△ 0 1 1 0 0 0 | 0

空 白 2 2 3 2 3 4 4 1

番号 25 26 27 28 29 30 31 32

○ 136 137 146 143 118 106 141 128

× 14 :3 4 7 28 ■40 ，
′

ｎ
ｕ

●
ι

△ 0 0 0 0 0 0 0 0

空 白 l : ! 1 5 5 3 3

●:当 4生 め 騨
`耐

― 到 理 旦 塑 」 = 33 34 35 36 37 38 39 40

○ 126 116 136
う
乙 124 132 120 144

X 21 ←菫̀篠嘉::32 12 27 24 17 26 ′
Ｈ

△ 1 | 0 | 2 ! | 0

空 白 3 2 3 3 | | 4 3

繊
= 41 42 43 44 45 46 47 48

○ 143 131 126 137 123 121 141 141

× 5 17 22 12 25 ０
４ 8 9

△ 1 1 | C 0 | 0 0

空 白 2 2 2 2 3
｀
4 2 1

警 49 50 51 52 53 54 55 56

○ 144
民
υ 147 139 133 139 151 129

X 6 1 4 14 IC 0 19

△ 0 0 0 0 | 0 0 1

空 白 1 0 0 2 3 2 0 2

"山
4●
^碗

珈r二壼瓢乳堕‖号 ，
′

民
Ｊ 58 59 60 61 62 63 64

○ 140 147 131 147 i47 134 136 131

X 10 4 19 3 3 15 13

△ 0 0 0 0 0 1 1 1

空 白 1 0 1 | 1 1 1 1

|
65 66 企

υ 68 69 70 72

○ 146 143 123 140 137 146 143 144

X 4 6 23 10 12 3 6 5

△ 0 0 1 0 0 0 0 0

空 白 1 2 4 i 2 2 2 2

73

○ 141

X 9

△ 0

空 白 1



資 料 4

蓄護教育の内容 と方法に関する検討会報告書 (素 案 )

は じめ に

薔 護 教 育 の質 の 向上 につ いて は これ まで も検 討が 行われ 、提 言 が 重ね られて

きた。

○ 平成 19年 の 「 蕎 護 基 礎 教 育 の 充 実 に関す る検 討 会 報告書 」 (H19.4.20)
に おいて は、「看 護 基礎 教 育の教 育 期 F35に つ いて は、我 が国の 社 会 と保健 医療

福 祉 制度 の 長 期 的 変革 の方 自性 を視 野 に入れ た検 討 を行 うこ と」 と提言 され

た。

○続 い て 「 彗 護 基 礎 教 育 の あ り方 に 関 す る懇 談 会論 点 整 理」(H20731)に
お いて、「 今後 の チ ーム医療の 推進 や他職 種 との役害」分撞・連携 の 進展が想 定

され る中 、琶 護基 礎 教 育で は、 看護 に懸 要 な知識 や技 術 を習 得 す る ことに加

えて、 いか な る J犬 況 に対 して も、 知識 、 思 者 、 行動 とい うステ ップ を踏み 最

議 の 蕎護 を提 供 で き る人 と して 成 長 して い く基盤 とな るよ うな 教 育の提供 が

不 OJ欠 で あ る 」 と提 言 され た。

○ さ らに「蓋 護 の質 の 向 上 と確 保 に関 す る検 討 会中 FE30と りまとめ 」(H21.317)
で |よ 、「薔 護 基礎 教 育 につ いて は、免 許 取得 前の基礎 教 育段階 で 学 ぶ べ き こと

は何 か とい う点 を整 理 しな が ら、現 在 の 教 育年 限 を必 ず しも前 提 とせず に、

す べて の藩 護 師 養 成機 関 につ いて 、 教育「A」 容 、教育 方 法 な どの 見 直 し・充実

を図 るべ きで あ る」 と提 言 され た。 また、 保健 師 、助 産 師教 育の あ り方 につ

いて も見 直 しが 求め られ た。

○本検 討会 は、この よ うな奮 護基 礎教 育の 充実 。改善 に ついての 提 言 を踏 讀え

て 、 看 護 基礎 教 育で 学 6ヽ べ き教 育 内容 と方 法 につ いて、 具体 的 な検 討 を行 う

ため に、 平 成 21年 4月 に設 置 され 、 これ ま で に●回 の 検討 を行 って き た。

○ 一方 、 平成 21年 7月 15日 、「保 健 師助 産 師着 護 g雨 法及 び蕎 護 師等の人材

確 保 の健 進 に関す る法律 の -33を 改 正 す る法律」 が 公 布 され 、 平 成 22年 4
月 1日 よ り施 行 され た。 これ によ り保健 8市 、 助産 師の 教 育期 間 が 1年 以 上 と

な つたため 、検 討 会 で は これ を受 けて 、教 育年 限 1年 以 上の 保健 師、助産 師

教 育の教 育 内容 につ いて も検 討 す る こ ととな った。

○検 討 にあた って は、保健 師、助 産 師 、看 護 師教 育それ ぞれの ワ ーキ ンググル

ーフ を設 置 し、 保健 師教 育、 助産 師 教 育 の 教育 年限 の 延長 に伴 う教 育 内容 の

改 正 について は平 成 22年 11月 10日 に第 一次 llp告 を取 りま とめ た。

○ 当該 報 告警 は、看 護 師教 育 に関 す る教 育内容 と方法及 び今後推 進 す べ き保健

師、 3J」 産 師、看 護 師教 育 におけ る教 育 内容 と方 法 について取 りま とめ た。



I 看 護 師教育 につ いて

(看 護 師教育 ワ ーキ ンググル ープの報告 を踏 ま えた 内容 とす る。)

Ⅱ 今後 の保健 師、助 産 師、 看護 師教 育 の教 育 内容 と方 法 に つ いて

1.教 育 内容 中心 の教育 か ら能 力 と して の「 卒業 時 の 至」達 目標」の達 成 を 目

指 す教 育 への転 換

○平成 20年 7月 の「 看 護基礎教 育の あ り方 に関す る懇 談 会論 点整理」 に お

いて 、看 護 IJi員 に求 め られ る資 質 ・能 力が示 され 、奮 護基礎 教 育の充実 の

方 向 性 と して「 状 況の 変化 に対応 で きる能 力 を身 につ ける教 育 への転 換 が

相応 しい」 とされ た。

○ また、 国 際 的 に も「 能 力」 の育 成、 評価 へ の 関心 が 高 ま つて お り、彗 護 師

につ いて も、 国際奮 護 師 会 (ICN)の ジ ェネ ラ リス ト・ナ ー スの能 力 を

表 した国際規準 フ レーム ワ ークが ある。

○そ こで本検 討会 で は免 許 取得前 に学 応ヽ べ き事項 を検 討 す る基礎 と して 「看

護基 礎教 育 に おける教 育 内容 の広 さ と深 さ」 を念 頭 に おきつ つ、保健 師、

助 産 師、覆 護 8雨 に求め られ る能 力 を検 討 した。 これ を踏 まえて 、学生 が卒

業 時 に身 につ けるべ き能 力 を明 らか に した。

○「蓄 護基礎教 育の充 実 に関す る検 討会 報告書 」(平 成 19年 4月 )に おいて

看 護 基 礎 教 育 卒業 時 に全 て の彗 護 学 生 が 修 得 して お <嚇 要 が あ る技 術 の

種類 と到達度 が明確 にされ た ことを受 けて 、平 成 20年 2月 に「 助 産 師教

育の技 術項 目と卒業 時の 到達度 」及 び「 看 護師 教 育の技 術項 目 と卒業 時の

至」達度 」が、同年 9月 には「保健 師教育 の技術 項 目 と卒業 時 の到達度 」が

課長 通 矢]と して示 され て いる。

この「 保健 師教 育 の技 術項 目 と卒業 時 の 至」達度 」、「 助 産 8雨 教 育の技 術項

目 と卒業 時 の 到 達 度 」 に示 され て い る保 健 師 、助 産 師 教 育 の 技 術 項 目 は、

対 象者の状 況 を見極 め 、 具体的な 介入方 法 を選 択 し実 際 に支 援 を行 うとい

う、 思者 ・判 断・行 為の プ ロセ スを含 む活動で あ り、保健 師、助産 師の実

践能 力 を表 して いる。

○本検 討 会 において 、保健 師、助産 師教 育 にお ける実 践 能 力 と卒業 時 に求め

られ る至」達 目標 につ いて は、この「 保健 8幕 教 育の技術 項 目と卒業 時の 至」達度」、

「 助 産 8雨 教 育の技術 項 目 と卒業時 の至」達度 」 を も とに検 討 した。

「看 護師教 育の技 術項 目 と卒業 時の 至J達 度 」に お け る技 術項 目は個 尺の具

体的 な援助 技術 を表 して いるため 、看護 師教 育 にお け る実 践能 力 と卒業 時 の

至」達 目標 の検 討 につ いて は、看護 師 に求 め られ る実 践能 力の全体 について検

討 を行 い、新 た に卒 業 時の到 達 目標 を設定 した。

○ この保健 師、助産 8市 、 蓄 護 3雨 教 育 におけ る「 卒 業 時 の 至」達 目標 」 を達成 す



る ため に必 要 な 教 育 内容 が、免許取得 前 に学 ぶ べ き事項で あ る。 今後、保

健 師、助 産 師、 着 護 師教 育 を行 う養成 所 にお いて は、到達 目標 を踏 ま えて

教 育 内容 を具体 的 に設定す る ことが求め られ る。

2.免 許 取得 前 に学 ぶ べ き教 育 内容の 考 え方 につ いて

○ 前述 した よ うに、 保健 師、助 産 師、看 護 師 教 育 に おける実践 能 力 と卒業 時

の 至」達 目標 は、 昨 つ の医療 の動 F03等 を踏 ま え、 これ か らの看 護 教 育 に必要

な 「着 護基 礎 教 育 に おけ る教 育 内容の 広 さ と深 さ」 について検 討 した結 果

を反映 させ た もの で あ る。

○ 保健 師 、助 産 師、 者 護 師教 育 の いずれ にお いて も、 今後の教 育で 強化 す べ

き教 育 lA」 容 は以 下の 内容 で あ る。

(1)人 間性 の ベ ースにな る倫 理性、あ る い は判 断 力、人 に寄 り添 う姿 勢 につ

いての教 育

② コミ ュニ ケ ー シ ョン能 力、 対 人関係 能 力の 育成 につなが るよ うな教育

13)健 康 の保 持 増 進 にかかわ る看 護、保健 の 分野 を含めた 教育

(4)多 職種 間 の 連 携、 協 lelと 地域 資源の 活用 に関す る教 育

(0主 体 的 に学 習す る態度 を震 う教 育

○助 産 師や 着 護 師 には、 対 象者 の生 命の 維持 や 、身 体 の苦痛 を早期 に和 らげ

るため の 技術 が 必 要 で あ る ことか ら、 Bj」 産 師 、 種 護 B雨 教育 で は 上記の 事項

に jjOえ 緊急 0寺 の 対 処 能 力の 基礎 とな る基 本 的 な フ ィジカル ア セ スメ ン トに

つ いて強 化 す る必 要が あ る。

○ さ らに薔 護 師 教 育 において は、対象 者 を全 人 的 に蕎 護 するため の 「 ヒ ュー

マ ンケ アの 基 本 的 な 能 力 」 を強化 す る必 要 が あ る。 また、 疾病 が どのよ う

に生活 に影 響 す るか を′もヽ身 両 面か らア セ ス メ ン トし、 予演1し て 対応 す る能

力 を培 う教育 も必 要で あ る。

3.着 護 教 育 にお け る効 果 的 な教 育方 法 につ いて

(1)講 義 ・演 習 ・ 実習 の組 み立 て方 に つ いて

○ 学 生 が 個 長 の 講 義 で 学 ん だ 知識 を統 合 して 実 践 で 活用 で き るよ うにな る

に |ま 、 講 義 で 学 んだ ことを活用 して 、 演 習 で 判断 す る能 力 を身 につけ、臨

地 実 習 に おい て 実 際 の看 護実 践のダ イナ ミズムの 中で者 護 を体験 して 学ん

だ ことを基 に、 更 に必 要な 矢0識 を学 ぶ とい うよ うな繰 り返 しの学 習方 法が

必 要で あ る。

○ この よ うな 学 習 万 法 を通 して、保健 師、助 産 師 、蕎護 師 と して活 動す る様 々

な 保健 。医療 の 場 面 に おいて、対象 者 の健 康 の状 態や生活の 状 況 に応 じた

実践が で きる能 力が 育成 され る。



○ また、「 卒 業 時 の 到 達 目標」 を達 成す る ため に は、領 域横 断 的 な講 義 ・演

習 。実習 を行 う ことも必要で あ る。

○演習 は知識 の 教授 だ けで はな <、 懸者 し知識 を統合 し表現 す る能 力 を高 め

る教育声 法 で あ るため 、講義 。演 習 ・実習 の 関連 を考 え、 効 果 的 に演習 を

位置 づ ける ことが 必要 で ある。

○ また現在 、助 産 8市 、琶護 師教育 の実 習 において は、侵襲 を伴 う行 為 を体験

す る ことが難 し<な つて いる。 一方、現場 で は医療 の 高度 化 によ り、助 産

3幕 や琶護 師 に侵襲 を伴 う行為が 一層求 め られ るよ うにな つて い る。 こ う し

た侵 襲 を伴 う行 為 を習得 する には、 シ ミ ュレータ ーの 活用 や状 況 を設 定 し

た演習 を充 実 させ る こ とも求め られ る。

(2)臨 地実 習 の 指導 体 制 について

○蓄 護師教 育 に おいて は、琶護学 の各領 域局」に行 う実習 や喬 護 過程 を中山 に

行 う実習 が、 卒業 0寺 の到 達 目標 を達成 す る実習 と して妥 当か ど うか検 討 を

行 い、 実 習 を行 う 目的 と学ぶ べ き FAj容 を明確 に し、そ の 目的 が達 成で きる

よ うに柔 軟 に実 習 の場 を開拓 して実践 的 な教育 を行 う ことが 望 ま しい。

○ また、講義 を受 けた後 に実習 を行 うとい う演繹 的な学習方 法 だ けで はな <、

臨地 での 見学 や 経験 を通 して学 習課題 を明確 に し、 問題解決 的 に学習 して

い <帰 納 的 な方 法 も、思考 力や 半J断 力を養 うため に必 要な実 習方 法で あ る。

この よ うな 実 習方 法で 実習 を指導 す る場 合 は、 教 員 に は個 夜 の学 生 の体験

を教 材化 す る能 力が 一層求め られ る こと とな る。

○ また、効 果 的 に指 導 を行 うため には教 員、実習 指 導 教 員、実 習指導 者 の配

置や 連携 が重 要で あ る。 そのため には、 講義 も実 習指導 も行 つて い る教 員

につ いて は 1曽 員 に向 けて検討す べ きで あ り、実 習指 導 教員 は実習 指導 者 と

して の研 修 を受 け るな ど資質 の 向上が必 要で あ る。 また、 専 任 の実 習 指導

者 を配置 す るよ うに努 力す るべ きで あ る。

4。 今後の課 題

○平成 8年 の保健 g顧 助 産師着護 8薔 学校養 成 所指定 規貝」(昭 和 26年 文部 省 ・

厚生省令 第 1号 )の 改正 において単位制 が導 入 され たが、彗 護 8市 等 養成 所

の 運 営 に 関 す る指 導 要 領 の 別 表 1～ 3に は単 位 数 と総 時 間 数 が 併 記 さ れ

て い る。こ こで い う単位 と |ま 大学設置基 準 (0召 不□31年 文部 省令 第 28号 )

によ る単 位の考 え方 に準 じるものであ り、講義 は 1単 位 15～ 300春 間、

演習 は 1単 位 30時 間、臨地 実習 につ いて は 1単 位 450寺 間 と して い る。

大 綱イしされ た教 育課 程 で は、養 成所が この考 え方 を踏 まえて 、教 育 目標 の

達 成 の た め に 責 任 を持 つて 単 位 数 と 0き 間 数 を 設 定 す る こ とが 望 ま しい こ



とか ら、 総 0寺 間 数 を併記 す る ことにつ いて は検討 を続 けるべ きで ある。

〇近 年、知 識 獲 得 か ら能 力獲得 へ と学習 観 が変 化 して きている。本検 討会 に

お いて も、 保 健 師 、 助 産 8雨 、看 護 師教 育 に おいて 培 う能 力を明 らか に し、

卒 業 0寺 の 至」達 目標 と して 表 した。至」達 目標 と して 示された これ らの能 力 は、

学 生の琶 護実 践 において、矢□識、思者 、 行 動 とい うステ ップ を踏んで発揮

され るた め、単 に学 生の矢0識 の保有量で 評価 で きる もので はな い。看 護基

礎 教 育 を担 う教 員、実習指導者等 を始め とす る関係者 には、学生の能 力 を

評価 す るん 法 を開発 し研鑽 する ことが 求め られ る。

○大学 およ び専修 学校 において |よ 、教育 評価 が義務化 されて いる。また、平

成 15年 7月 には「 薔護 師等賛成所の教 育活 rJl等 に関する自己評価指 針作

成検 討余」報 告書が 取 りま とめ られて い る。各 ワ ーキ ンググル ーフで も議

論 された よ うに、養 成所 の教育の質の 向 上の ため にも、 自己点検・ 自己評

lalの 実施 は必須 の課 題で あ る。

おわ りに
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はじめに

〇 近年、医療の高度化 。専門化の進展に対応した資質の高い看護師等が求めら

れており、その養成への国民の期待が高まっている。

○ 平成 14年 3月 、専修学校設置基準等の改正に伴い、専修学校において教育

活動等の状況についての自己′点検・自己評価を行うこと、およびその結果を

公表することが努力義務化された。

○ このような現状にかんがみ、看護師等養成所が看護教育の充実に自主的に取

り組む環境を整備する一環として、看護師等養成所の教育活動等に関する自

己評価指針を作成するため、平成 15年 2月 24日 に第 1回 目の検討会が開催

され、3回にわたって議論がなされた。

○ 本検討会報告書の作成にあたって、自己′点検・自己評価指針が養成所の教育

活動を一律に規制することにならないようにすることや、自己点検・自己評

価の対象が教育課程に偏ることなく、学生生活の支援も含めた養成所の運営

のあり方全体を評価できるように留意した。

○ また、自己点検 。自己評価は学校設置者、専任教員、事務職員等養成所全体

で取り組む必要があることから、教育に直接携わる者だけでなく、一般の人

にもわかりやすい平易な表現にするように努めた。

○ 今般、当検討会として看護師等養成所の教育活動等に関する自己評価指針を

作成し、本報告書にとりまとめたので、これを公表するものである。



看護師等養成所の教育活動等に関する

自己評価指針



A 看護師等養成所における自己点検・自己評価についての基本的な考え方

一教育評価の意味―

養成所における自己点検 e自 己評価は、教育評価の一環として位置づけられる。

教育評価は、教育目的 0目 標の実現を目指 して行われる教育活動に関する決定を行 うために、必要な資料を収集整理 して、実際の

教育が当該目標をどの程度達成 したか、また達成 しつつあるかを見極め、それを次の教育活動ヘフィー ドバックする手続きである。

評価結果から教育活動の改善点を見出し、教育活動の質向上を目指 して再計画・実施され、再び評価するというように、教育評価

は循環的、継続的に行なわれてこそ意味がある。

一自己点検・ 自己評価の目的一

看護師等養成所 として厚生労働大臣 (准看護師養成所については都道府県知事)の指定を受けた養成所は、以後、養成所とし

ての「教育水準の維持・向上」と「創意工夫のある教育の追究」を図ることによって、常に質の高い看護師等を養成 していく責

任 と義務がある。各養成所はそのための 「内部的品質保証の仕組み1を もっていなければならない。この内部的品質保証の仕組

みが「自己点検・ 自己評価」である (図 1参照)。

設置主体および管理者は、養成所の教育理念の基に教育目的がどのように達成 されているのかについて、また、養成所 として

の水準をどのように維持 0向上させているのかを自己点検 。自己評価できなければならない。そのためには、自己点検・ 自己評

価について、どのような評価項目を設定 し、どのように見極めるか、どのような資料やデータを収集するのか、それをどのよう



に分析するのか等の知識 と方法を必要とする。また、評価結果を活用 して教育を改善していくために、改善の手だてやそれを実

現 していくための知識 と方法も必要である。

前項の 「教育評価の意味」に示 したように、自己点検 。自己評価は、循環的、継続的に行ない、自養成所の維持・ 発展につな

がることが重要である。また、社会的説明責任を果たすためには、自己点検・自己評価の一環として、評価結果を計画的に公表

する機会を設定することも必要である。

養成所設立後の教育・尋F究活動を通して

自らの努力によつて 看護師等養成所における 「教育水準の維持 0向上」
「ell意工夫のある教育の追究」

内部的品質保証の仕組み

教育評価     → 教育の改善 。発展

‖           ||
自ら点検し、評価じ   _自 ら改善していく

‖           ‖

何をどのように見   改善のための知

極めるかの知識と   識 と方法をもつ

方法をもつている    ている

を図る

養成所の設立

↑

指定

⇒

―………………… ……… ……… ……………>  (14条
報告)

図 1  自己点検・自己評価の目的



―自己′点検・ 自己評価の対象一

自己点検・自己評価の対象は、各養成所の教育活動であり、下図に示す 9カ テゴリーとその下位項 目からなる。

Ⅵ 入学

一

*下位項目一覧は 7～ 9ページ参照

Ⅶ 卒業・就業 。進学

安彦忠彦『教育課程編成論』R loo

一部加筆

経営・管理過程

教育理念・教育目的

教 育 目 標

Ⅲ 教育課程経営

IV

教授 。学習・評価

過程

Ⅷ 地域社会 / 国際交流

図2 自己点検・ 自己評価の対象



B 看護師等養成所の自己点検・自己評価指針

一自己点検・自己評価指針の活用にあたつて一

1.本指針は、看護師等養成所の自己点検 。自己評価のための指針として作成 したものである。

保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所、准看護師養成所それぞれに異なる状況や背景があり、本指針がその全てを網羅で

きるものではないので、各養成所においては、自養成所の状況を踏まえて活用する必要がある。

2.本指針は、「自己′点検・自己評価カテゴリー、下位項 目」、「『評価の考え方』 と『 ′点検』j、 自己点検・自己評価のために必要とす

る「資料 (データ)」  および、「点検 (評価内容)一覧Jに より構成されている。

∞  3。 「評価の考え方」は、各養成所におぃて、自己点検 。自己評価についての知識 と方法を理解 しながら進めることができるように、

各自己点検 。自己評価のカテゴリーおよびその下位項目について、どのように見極めていけばよいのかを基本的な説明を含めて

記述 している。

4.本指針の中で示 している「資料 (データ)」 は、「評価の考え方」の内容を点検 。評価する上での目安 として示 している。その具

体的内容 (どのようなもの)や量 (どの程度)については、各養成所が自ら考え、選択 していくものである。

5.「点検」は、「評価の考え方」と「資料 (データ)」 から、自己点検 。自己評価のカテゴリーがどのような状況になつているのかを

明確に捉えるための視点として設定 した。

6.<点 検>(評価内容)一覧では、各カテゴリーの「
『 評価の考え方』 と『 点検』」のなかに設定 した「点検」を一覧できるように

した。また、自養成所の現状を測定できるように、尺度を設定した。カテゴリーごとに設定した「点検」と、この一覧に表示 し



た<点検>(評価内容)と は、基本的には同じものであるが、尺度を用いて評価する際の評価内容を明確にするために、各「点

検」項目に含まれる要素を分けて表示してある。

本指針においては、この尺度のみを単独で使用するのではなく、「評価の考え方」と「資料 (データ)」 を十分に理解した上で

活用することに意味がある。

7.本指針は各養成所が活用して、自己点検 。自己評価した結果に基づいて改善の方向を見出し、その方向に向かうための指針であ

り、養成所間の相対的レベルを測るものではない。

8.評価のカテゴリーは9領域あり、「点検」は67項目 (125点 )を設定しているが、最初から一度に全てのカテゴリーに取り組

むことは時間的・労力的に困難である。自己点検・自己評価は継続的に、計画的に実施することに意味があるので、 1で述べた

ように各養成所の状況に応じて、実際に取り組めるカテゴリーや項目から始めることが望ましい。

9.<点検>(評価内容)一覧を用いて行った評価得点が高くなることは、「評価の考え方」の内容が示すように、各養成所が自らの

設定した教育理念 0教育目的の実現に向けて、看護師等養成所としての水準が向上するように努力していることを示すものであ

る。

*本指針において、「教師」は、「学術・技芸を教授する人J(広辞苑 1998)と して、教育を行 う個人を表している場合に用いている。一方、「教員Jは、「学校に勤務して教育を行 う人」(同上)と して、組織員としての意味や、勤務等に関連する内容を表す場合に用いている。



自己点検 じ自己評価カテゴリーおよび下位項 目一覧

0

カテゴリー 下位項目 カテ ゴ リー 下位項 目

I

教育理念・
教育目的

Ⅱ

教育 目標

1法的整合性と独自性
2教育理念・教育目的の意義と周知
3看護専門職についての考え方
4看護教育についての考え方
5学習・教育観 と学生観
6教育理念・教育目的の評価

1教育理念 0教育目的との一貫性
2目 標内容の側面と到達 レベルの側面
3設定意図とその明確性、実現可能性
4教育目標の評価
5継続教育との関連

議唇
課程 1教育課程経営者の活動

2教育課程編成の考え方 と具体的な構成
3教育内容の階層的関連性と配分の考え方
4科 目 0単元構成
5教育計画

1)単位履修の考え方
2)科 日の配列1

6教育課程評価の体系
1)単位認定の考え方
2)評価の体系

7教員の教育・研究活動の充実
1)教員の専F]性を高める体制
2)教員の自己研鑽を保障するシステム
3)教員の相互研鑽を保障するシステム

8学生の看護実践体験の保障
1)実習施設の選択と開拓
2)実習目標達成のための実習施設との

協力体制
3)臨地実習指導者と教員の協働
4)学生からケアを受ける対象者

の権利の尊重
5)臨地実習における安全対策



Ⅳ

教授 `学習
・評価過程

1授業内容と教育課程との一貫性
2看護学としての妥当性
3授業内容間の関連と発展
4授業の展開過程

1)授業形態の選択
2)授業の対象学生の構成と指導方法
3)指導技術の工夫
4)教材 0教具の活用と開発

5日標達成の評価とフィー ドバック
1)評価の計画性
2)評価結果の活用

6学習^、 の動機づけと支援
1)シ ラバスの提示
2)学習の支援体制

営 。管理 1設置者の意思 。指針
2組織体tll

l)意思決定機関 。意思決定システムの明
確性

2)組織の構成 と教職員の任用の考え方
3)教職員の資質向上についての考え方

とXll・策
3財政基盤
4施設設備の整備

1)整備の考え方と計画性
2)看護学の発展や医療。看護へのニーズ、

学生層の変化に対応する整備
3)学生および教職員のための福利厚生

の整備
5学生生活の支援

1)学修継続への支援体制
2)学習困難への支援体制
3)社会的活動への支援体制
4)卒業後の進路選択への支援体制

6養成所に関する情報提供
1)教育活動に関する関係者への情報提供
2)広報活動

7養成所の運営計画と将来構想
1)年間の運営訓・画と評価
2)短期計画
3)中 。長期計画

8自 己点検 。自己評価体制
1)自 己′点検 。自己評価の組織
2)資料、データの収集、蓄積
3)資料、データの分析、解釈
4)課題や改善点への取り組み
5)第二者評価、結果の公表



○

Ⅵ

入学

Ⅶ

卒 業・就 業・

進学

1入学者の選抜の考え方と教育理念・
教育目的との一貫性

2選抜の公平性
3選抜方法の妥当性
4入学希望者開拓への取り組み

進路選択の状況と教育理念・教育目的
との整合性
卒業時の看護実践能力および卒業後の
活動状況の評価

Ⅷ

地域社会/
国際交流

Ⅸ

研究

1地域社会と交流するための体制
1)地域社会への貢献とニーズの把握
2)地域社会における資源の活用

2国際交流のための体制
1)学生・教員の国際的視野を広げるた

めのシステム
2)留学生の受け入れ等に関する対応

1教員の研究的姿勢の涵養
2教員の研究活動のl■・障 と評価

1)研究活動の保障
2)研究活動の評価
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しま・サ
‐
.

なお、小学校等については、
｀
14成 19イ |¬ lサ 18日 付 文fl・りす第 849サ j「 学校教育法に係る

学校教育法施行規サ11等 の一部を改 ||:す る省令について (通 クJl)」 にて周力|を 行 /)て いると

ころですぃ専膠 財交等については、|11通 気|に おける櫂意 '|「
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等の実1青 に力ふじた形で、
デ
ロ交littlllliに 取 り利lま オじる、ようお願いいた しま「 }‐ .



記

規定の概要

(1)自 己評価 (第 50条 )

・ ①小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、   ′

その結果を公表するものとしたこと(第 1項 )。

・ ②小学校は、自己評価を行うに当たつては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うもの

としたこと(第 2項 )。

(2)学校関係者評価(第 50条の 2)

小学校は、自己評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関

係者(当該小学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結

果を公表するよう努めるものとしたこと。

(3)評価結果の設置者への報告(第 50条の 3)

小学校は、塞己評価の結果及び学校関係者評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の

設置者に報告するものとしたこと。

(4)その他(附則等)

・ ①この省令は、改正法の施行の日から施行すること。

・ ②(1)から(3)までの規定は、専修学校及び各種学校について準用すること

○
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(別 添 )

I関係法令】

○大学設置基準 (昭和 31年文部省令第 28け)(抄 )

(情報の積極的な提供)

第二条 大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他

広く周知を隊|る ことができる方法によつて、積極的に情報を提供する t)の とする。

○短期大学設競基4E(昭和 50年文部省令第 21号 )(1少 )

(情 報の積極的な提供)

第 :i条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、 FJ行物への掲

載その他広くl li・l知 を隊|る ことができる方法によつて、積極的に情報を提供する ()の とする。

○学校教育法 (昭 和122年法律第 26号)(抄 )

第六 卜‐九条の三 大学は、その教育研究水準の向 Lに 資するため、文部牟1学 大臣の定めると

ころにより、当該大学の教育及び研究、細l織及び運営並びに施設及び設備 (次項において
「教育研究等1と いう。)の状況について自ら点検及び評rllliを 行い、その結果を公表する

ものとする。

②～④  (略 )

【審議会答中】

○中央教育審議会 「我が|コ の高等教育の1■来像」 (平成 17年 1月 28日 答汁l)(抄 )

第 21社 新 |1寺代における高等教育の全体像

4 高等教育の質の保証

(5)評価結果等に関する情報の積極的な開レiヽ及び活用

○ 教育内容・方法、財務・経営状況等に関する情報や設置審査等の過程、認「』:評価や

自己点検 。評準Iの結果等によりlfJlら かとなった課題や島1報 を当該機関が積極的に学習

者に提供するなど、社会に対する説明責任を果たし、当該機関自身による質の保証に

努めていくことが求められる。

○ 具体的には、例えば、ホームページ等を活月1し て、自らが選択する機能や果たすベ

きたし会的使命、倒二会に対する「約束」とも言える設織認可申請 il卜 や学部 。学科等の設

置届出書、学則、自己点検・評価の結果等の基本的な情報を開示することが求めらね′

る。

(以 下略)

【llll議 決定】                            `
○規制改革・民間開放推進 3か年計画 (平成 16年 3月 19日 閣議決定)(抄 )

Ⅲ 分野別措置事項

5 教育・研究関係

ウ 高等教育

①大学の情報公開の促進

a 教育環境、研究活動、学生の事業後の進路、受験者数、合格者数及び入学者数を

含む入学者選抜に関する情報など、大学設置基準第 2条の2(※ )における「教育

研究活lJiJJ等 の状況」として望ましい具体的な内容を通知等において明確に示すこと

により、当該大学に関する情報全般を大学が情報公 llllす ることを促進する。



b 広く川力Iを 図るという観点から、これらの情‖1を インターネット上のホームペー
ジに掲載することを促進する。

c 通知1等 において示された「教育 llllグじ活JIJl等 の状況」としてマ:ま しい内容について
公 |;‖ 状況を毎年lJ封 査し、情報公 |1野 が進まない場 r)は、その 1だ なる,lill方策をi障ずる。

(※ 71:)i14ヵ支16イ li 3り |′)政 11:に ,上 り、 現在は,,2条。




